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香川県観音寺市 

 

平素は市税行政につきまして、格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、償却資産の所有者は地方税法第 383条（固定資産の申告）の規定により、毎年１月１

日時点で所有しており、かつ、事業の用に供することができる資産を期限内に申告していただ

くことになっております。 

つきましては、次の要領により申告書を作成のうえ、期限内に必ず提出してください。 

 

 

  

 

令和７年１月３１日（金）（事務処理の都合上なるべく 

１月 17 日（金）までに提出してください。） 

 

 

 

 

１ 前年度に償却資産申告書を提出された方 

○ 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

○ 種類別明細書（増加資産・全資産用） 

○ 種類別明細書（減少資産用） 

※ 資産の増減がない場合は、償却資産申告書の備考欄に「異動なし」と記入して、 

償却資産申告書のみ提出してください。 

 

２ 新たに償却資産申告書を提出される方 

○ 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

○ 種類別明細書（増加資産・全資産用） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大野原支所、豊浜支所でも受け付けていますので、最寄りの窓口へ提出してください。 

 

 

令和７年度 固定資産税（償却資産）の申告について 

提出先・問合せ先 

提出書類 

提出期限 

香川県観音寺市坂本町一丁目１番１号（〒768－8601） 

観音寺市 総務部 税務課 資産税係  

TEL  0875－23－3922   FAX 0875－25－5900 
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 １ 償却資産の範囲 

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却

額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な

経費に算入されるもの（これに類する資産であり法人税又は所得税を課されない者が所有

するものを含む。）をいいます。ただし、自動車税及び軽自動車税の対象となるものは除き

ます。 

《償却資産の例示》 

種 類 資 産 具 体 例 

第 １ 種 

構 築 物 

畦
けい

畔
はん

、舗装路面、外溝、緑化施設、フェンス、看板、煙突、橋、門、水槽、打込井戸、

広告宣伝塔、桟橋、ドック、軌条、その他土地に定着する土木設備等 

○
建

物

附

属

設

備 

 

固定資産税において、造作設備及び建物附属設備等は、通常は家屋に含めて

評価しますが、次のような設備は償却資産として取り扱います。 

１ 建物所有者以外の者が施工した事業用造作及び建物附属設備等 

２ 建物所有者が施工した次のような設備等 

（１）生産事業の工程上必要な設備等（工場における動力用電気設備、製品

の冷却用設備、給排水設備、加熱用ガス設備、ボイラー設備等） 

（２）建物から独立した設備等（ネオン広告塔設備、屋上看板、スポットラ

イト、外灯等） 

（３）受変電設備（キュービクル）、予備電源設備（蓄電池）等 

第 ２ 種 

機 械 及 び 

装 置 

電気・化学・土木・建設・印刷・食品・医療用等各機械、その他物品の製造・修理に

使用する機械装置等、冷暖房用の附属機械、運搬設備（コンベアー等）、ホイスト・

クレーン等の揚重機、太陽光発電設備、管理機、肥料散布機、レタス包装機、動噴等 

第 ３ 種 

船 舶 
モーターボート、貸ヨット、貸ボート、汽船、曳船等 

第 ４ 種 

航 空 機 
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

第 ５ 種 

車 両 及 び 

運 搬 具 

大型特殊自動車（ナンバープレート分類番号が「0、00から 09及び 000から 099」 

「9、90 から 99 及び 900 から 999」の車両）、自転車、リヤカー、荷車、構内運搬具

台車等 ※自動車税、軽自動車税の課税客体となっている車両は申告の対象外です。 

第 ６ 種 

工 具 、 器 具 

及 び 備 品 

机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、放送設備、エアコン、テレビ、

ラジオ、冷蔵庫、応接セット、陳列ケース、ネオン管、その他業務用の什器備品類、

測定工具、取付工具、切削工具、雑工具等 
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「令和７年度 償却資産種類別明細書（資料用）」について 

「令和７年度 償却資産種類別明細書(資料用)」では令和６年度に申告された償却資

産を定率法で減価し、令和７年度の評価額を計算しています。 

また、評価額が取得価額の５％以下になる場合には、取得価額の５％に相当する額と

しています。 

なお、定額法によって申告された方は、すべて定率法に換算しています。 

２ 記載上注意が必要な資産について 

次にあげる資産は、いずれも申告が必要となりますので、ご注意ください。 

（１）企業会計上、建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部又は全部が賦課

期日（１月１日）現在において事業の用に供されている資産。 

（２）耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却が終わって、帳簿上残存価格のみ計上さ

れている資産であっても、賦課期日（１月１日）現在において事業の用に供することが

できる状態にある資産。 

（３）遊休又は未稼働資産であっても、賦課期日（１月１日）現在において事業の用に供す

ることができる状態にある資産。 

（４）事業を行わない者が所有し、他へ事業用として貸付けているリース資産。 

（５）改良費（新たな資産の取得とみなして本体と区分して取り扱います。）。なお、種類別

明細書の資産の名称欄に「○○○の改良」と従来所有の資産への資本的支出が判明でき

るように記入してください。 

（６）耐用年数が１年未満の資産又は取得価額が 20万円未満の資産であっても、個別に減価

償却をしている資産（ただし、法人税法又は所得税法の規定においてその資産の取得に

要した経費の全部が「一括償却」の対象とされたものは課税客体となりません。）。 

（７）租税特別措置法の規定により即時償却等をしている資産。 

 

３ 償却資産申告書並びに種類別明細書の書き方について 

８頁から 11頁までの記載例を参照し、令和７年１月１日現在の資産を記入してください。 

（１）前年度申告された方 

令和６年１月２日から令和７年１月１日までに増加した資産（又は申告もれ資産）及

び減少した資産を記入してください。 

（２）はじめて申告される方 

令和７年１月１日現在所有の資産を記入してください。 

（３）資産の増減のない方 

償却資産申告書の備考欄に「異動なし」と記入してください。 

（４）価額の算出方法 

（イ）前年中(令和６年)に取得した資産…取得価額×○Ａ  

（ロ）前年前(令和５年以前)に取得した資産…前年度評価額×○Ｂ  

（ハ）前年前に取得した償却資産で新たに課税されるもの…取得価額×○Ａ×○Ｂ ⁿ⁻¹ 

（注）１ ○Ａ及び○Ｂは減価残存率表の耐用年数に応じた減価残存率をいいます。 

12頁を参照してください。 

２ ｎは当該償却資産を取得した日から前年までの経過年数をいいます。 
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４ 課税標準の特例適用を受ける資産を所有する方 

地方税法第 349条の３又は同法附則第 15条等に規定する資産を取得した場合は、課税標準の

特例適用を受けることができます。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。 

課税標準の特例対象となる償却資産の例 

適用条項 固定資産の種類 特例率 

地方税法 

349の３（３） 

農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した共同利用に供する 

機械及び装置 

最初の３年度分 

課税標準額を 1/2 

 ※政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類の写し

を添付してください。 

 

地方税法 

349の３（５） 
内航船舶（もっぱら遊覧の用に供する船舶、快遊船、遊漁船などは除く） 課税標準額を 1/2 

地方税法 

349の３（29） 

事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業（利用定員が５人以下

であるものに限る。）の用に供する償却資産 
課税標準額を 1/2 

 ※特例の対象となる資産が事業所内保育事業の用に供されていること

が確認できる書類の写しを添付してください。 

 

地方税法 

附則 15（２） 

公共の危害防止施設又は設備   

一 水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設 課税標準額を 1/2 

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 課税標準額を 1/2 

三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終

処分場 

課税標準額を 2/3 

  四  課税標準額を 1/3 

  五 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 課税標準額を 4/5 

   

地方税法 

附則 15（25） 

特定太陽光発電設備（固定価格買取制度の認定を受けておらず、再生可能 最初の３年度分 

エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備が 【1000ｋＷ未満】 

 対象。） 課税標準額を 2/3 

 ※令和６年４月１日～令和８年３月 31日取得分が対象。 【1000ｋＷ以上】 

 ※下記①・②の書類の写しを添付してください。 課税標準額を 3/4 

 ① 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書 

② 発電出力が確認できる書類 
 

    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設 
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適用条項 固定資産の種類 特例率 

地方税法 

附則 15（44） 

中小事業者等（資本金・出資金１億円以下の法人、常時使用する従業員が 

1000人以下の法人または個人）が中小企業等経営強化法に規定する認定 

先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等 

※次の要件を満たすものが対象 

※下記①～⑤の書類の写しを添付してください。 

① 先端設備等導入計画に係る申請書 

② 先端設備等導入計画に係る認定書 

③ 先端設備等導入計画に関する確認書 

④ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 

⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面（賃上げ方針を表

明した場合のみ） 

リース会社が申告する場合は、併せて 

 １．リース契約書 

  ２．固定資産税軽減計算書 

設備の種類 性能要件等 最低価額 その他要件 

機械装置 

 

 

投資利益率が 

５％以上と 

なるために 

必要不可欠 

なもの 

160万円 

 

1生産、販売活動等の用に直接供されるもの 

 

2中古資産ではないもの 

 

3先端設備等導入計画に記載されているもの 

 

4先端設備等導入計画の認定後に取得したもの 

 

5適用期間内（Ｒ5.4.1～Ｒ7.3.31） 

に取得したもの 

工具 30万円 

器具・備品 30万円 

建物附属設備 60万円 

最初の３年度分 

課税標準額を 1/2 ※１ 

※１…賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を 1/3に軽減。 

   ・令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までに取得した設備 : 5年間 

・令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までに取得した設備 : 4年間 

 

次頁では既に旧法となっている先端設備等に関する特例を掲載しております。 



６ 

 

適用条項 固定資産の種類 特例率 

（旧）地方税法 

附則 64 条 

中小企業者等(資本金・出資金１億円以下の法人、常時使用する従業員が 最初の３年度分０ 

1000人以下の法人または個人)が中小企業等経営強化法に規定する認定  

 先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等  

 ※次の要件を満たすものが対象  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

※下記①～③の書類の写しを添付してください。 

① 先端設備等導入計画に係る認定申請書 

② 先端設備等導入計画に係る認定書 

③ 工業会の証明書 

  リース会社が申告する場合は、併せて 

１． リース契約書 

２． 固定資産税軽減計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在施行中の特例制度は、この手引き内に掲載しているものがすべてではありません。 

※税制改正により、対象資産又は適用期間等が変更されることがあります。 

設備の種類 性能要件等 販売開始 最低価額 その他要件 

機械装置 

 

 

 

旧モデル比で 

生産性が年１％

以上向上する 

もの 

10年以内 160万円 

 

1生産、販売活動等の用に 

直接供されるもの 

 

2中古資産ではないもの 

 

3先端設備等導入計画に記載 

されているもの 

 

4先端設備等導入計画の認定後 

に取得したもの 

 

5適用期間内（Ｒ3.4.1～ 

Ｒ5.3.31）に取得したもの 

工具 ５年以内 30万円 

器具・備品 ６年以内 30万円 

建物附属設備 14年以内 60万円 

構築物 14年以内 120万 

事業用家屋 

設置される先端

設備の取得価格

が 300 万円以上

であること 

新築 120万 

 



７ 

 

５ その他 

（１）課税標準及び税率 

課税標準額は、毎年１月１日現在における償却資産の価額で、償却資産課税台帳に登

録されたものです。税率は１．４％です。 

（２）免税点 

本市の区域内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が 150 万円に満たない

場合は、固定資産税は課税されません。 

（３）課税台帳の閲覧 

償却資産の価格を決定し、固定資産課税台帳に登録した後、４月１日から閲覧に供し

ます。この価格に不服のある方は、固定資産課税台帳に登録された旨を市長が公示した

日から納税通知書の交付を受けた日後３ヶ月までの間に、文書をもって固定資産評価審

査委員会に審査の申出をすることができます。 

（４）廃業、解散又は該当資産のない場合 

償却資産申告書の備考欄にその旨を記載して、提出してください。 

（５）申告をしなかった場合又は虚偽の申告をした場合 

正当な事由なく申告をしなかった方は、地方税法第 386条及び市税条例第 75条の規定

により、10万円以下の過料が科せられます。また、虚偽の申告をした方は、地方税法第

385条の規定により、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されます。 

※ 申告書の内容確認のため、事前連絡のうえ、実地調査を行う場合があります。 

 

６ 電子申告について 

   地方税ポータルシステム（eLTAX:エルタックス）を通じて、電子申告による提出も可

能です。詳しくは下記ホームページ等をご覧ください。 

※システム処理の都合上、前年度申告分から資産の減少がある場合は必ず種類別明細書

（減少資産用）を添付して、どの資産が減少したか分かるように申告してください。 

・eLTAXホームページアドレス  http://www.eltax.lta.go.jp/ 

・eLTAXヘルプデスク 電話 0570-081459  

【受付時間９：00～17：00（土日祝、年末年始を除く）】 

 

申告書を郵送する際には、このラベルを切り

取って封筒に貼付してご利用ください。 

〒768－8601 

香川県観音寺市坂本町一丁目１番１号 

 

観音寺市 総務部 税務課 資産税係 行 

※申告書を郵送される方で、受付印を押印した控用の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封

してください。 



償却資産種類別明細書（資料用）の所有者コードを記入してください。 

※初めて申告される方は記載不要です。 

　

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

1 坂本町１－１－１

2

3

4

5

6

7

（ホ） （ヘ） （ト）

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

1

2

3

4

5

6

7 合　　　計

構　築　物

機械及び

装　　　置

船　　 舶

航 空 機

車両及び

運 搬 具

工具、器具

及び備品

18　　備　　　考（添付書類等）

船　　　舶 貸主の名称等

航  空  機 16　　借  用  資  産

車両及び

運  搬  具

工具、器具

及び備品 17　　事業所用家屋の所有区分

合　　　計

資産の種類 評　価　額 決 定 価 格 課 税 標 準 額

大野原町萩原○○○番地

　　おける事業所等

構 築 物 　　資産 の 所在地

機械及び

装　　　置
③観音寺市

（屋号　　　　　　　　　　　　　　）　

資産の種類
取　　　　得　　　　価　　　　額

前 年 前 に 取 得 し た もの 前 年 中 に 減 少 し た も の 前 年 中 に 取得 した もの 計(（イ）－（ロ）＋（ハ）) 15　　観音寺市内に ①観音寺市

　　２　　氏　　名

所

　

　

有

　

　

者

　　１　　住　　所

３　 個人番号又

定額法

７　 税理士等の氏名 14　青     色       申    告 有 ・ 無

・
６　 この申告に応答す

る者の係及び氏名
13　税務会計上の償却方法 定率法

（資本等の金額） （　　　　　　10百万円） 11　課 税 標 準  の  特例

５　 事 業 開 始
年 月 12　特別償却又は圧縮記帳

     年         月
有 ・ 無

T E L(               )                 -   

観 音 寺 市 長　宛て 002 205

８　短縮耐用年数 の 承認

　　 は法人番号 ９　増 加 償 却  の  届 出

４　 事 業 種 目 自動車の修理販売業 １０　非 課 税  該 当  資 産

0　1　1　3　0　0　0

令和　　　　　　　年度

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

償却資産申告書（償却資産課税台帳）
処理 市町

※　　所 有 者 コ ー ド

受付印

観音寺市坂本町１－１－１

印

株式会社 観音寺自動車 観音寺 一郎

自己所有 ・ 借家

②観音寺市

（ふりがな）
かんおんじし さかもとちょう

（ふりがな）

（有 ・ 無）

昭和５０ ７

T E L(             )         -

T E L(             )         -

かんおんじ じどうしゃ

代表取締役 観音寺一郎

かんおんじ いちろう

記入例 

  

① 

前年前に取得した

資産の取得価額の

合計額を資産の種

類別に記載してく

ださい。 

前年中に減少した

資産の取得価額の

合計額を資産の種

類別に記載してく

ださい。 

前年中に取得した

資産の取得価額の

合計額を資産の種

類別に記載してく

ださい。 

 
(イ)－(ロ)＋(ハ)

で算出した取得価

額の合計額を資産

の種類別に記載し

てください。 

評価額の合計額を資産の種類別に記載してください。 
新規・全資産の場合は、「評価額(ホ)」と種類別明細書

（増加資産・全資産用）の「価額」の合計額と同じにな 

ります。 

資産の増減のない方は、この欄に「異動なし」と記入し

て提出してください。 

廃業、解散又は該当資産のない方は、この欄にその旨を

記入して提出してください。 

 

② 

⑰ 

⑯ 

⑮ 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 
⑧ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

７ 

 



 

①電話番号を正確に記載し、ふりがなを付してください。ビル等に入居している場合は、ビルの名称、階数及び部屋番号を記載してください。 

原則として主たる事務所等の所在地を記載してください。それ以外の事務所等で固定資産税に関する事務を行っている場合は、その事務所等の所在地を 

記載してください。 

②氏名を記載し、ふりがなを付してください。所有者が法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載してください。屋号があれば記載してください。 

③番号法に係る個人番号又は法人番号を記載してください。提出の際には、番号確認及び本人確認のため、個人番号カードの写し等を添付してください。 

 マイナンバーの記載がない場合でも、有効なものとして受理します。本人確認ができない場合は、個人番号の記載がないものとして受理します。 

④事業の種目を具体的に記載してください。（例 運送業、農業、自動車販売業等）複数の事業を行う場合には、主要な事業種目を記載してください。 

法人にあっては、資本金又は出資金等の金額も記載してください。 

⑤個人の場合は事業を開始した年月を、法人の場合は当該法人の設立年月を記載してください。 

⑥この申告について応答される方の係名、氏名及び電話番号を記載してください。 

⑦経理を委託している税理士等の氏名及び電話番号を記載してください。 

⑧法人税法施行令第 57 条第 1 項又は所得税法施行令第 130 条第１項の規定により、国税局長の承認を受けて耐用年数の短縮を行っている資産の有無につい

て、該当する方を○で囲んでください。「有」の場合は、「承認通知書」の写しを添付してください。 

⑨法人税法施行令第 60 条又は所得税法施行令第 133 条の規定により、税務署長に増加償却の届出を行っている資産の有無について、該当する方を○で囲ん

でください。「有」の場合は、「届出書」の写しを添付してください。 

⑩非課税に該当する資産の有無について該当する方を○で囲んでください。非課税に該当する資産の価額等は、この申告に含めないでください。 

⑪課税標準の特例に該当する資産の有無について、該当する方を○で囲んでください。 

⑫租税特別措置法の規定による特別償却又は法人税法第 42条から第 50条までの規定による圧縮記帳（所得税法の規定による国庫補助金等の総収入金額不算

入の場合を含む）の有無について、該当する方を○で囲んでください（償却資産の評価においては、特別償却及び圧縮記帳は認められていません。）。 

⑬税務会計上の償却方法について、該当する方を○で囲んでください。 

⑭法人税法又は所得税法の規定による青色申告の有無について、該当する方を○で囲んでください。 

⑮観音寺市内における事業所等資産の所在地を記載してください。２以上の事業所等資産の所在地がある場合には、それぞれの所在地名を記載し、その主た

る番号を○で囲んでください。事業所等資産の所在地が１か所だけで、所在地が「１住所（又は納税通知書の送付先）」と同一の場合には記載の必要はあり

ません。 

⑯借用資産の有無について該当する方を○で囲んでください。借用資産がある場合には貸主の名称等を記載してください。 

⑰事業所用の家屋の所有区分について該当する方を○で囲んでください。 



2 0 5 0 1 1 3 0 0 0
（イ ） （ロ) （ハ）

年

号

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 1 2

ハ イ キ カ ゛ ス テ ス タ ー 1 5 2 5 1 000 000 3 ０． 732 000 3 4
1 2

冷 蔵 庫 1 5 2 6 400 000 6 ０． 336 000 3 4

1 2

０． 3 4

所有者コード 所　　有　　者　　名 ３枚のうち
処

理

２

市町

(株) 観 音 寺 自 動 車 １枚　　目

行

　

番

　

号

資

産

の

種

類

資産コード

資 産 の 名 称 等 数

　

　

量

増

加

事

由

摘　　要

年 月 率 コード

取　得　価　額

耐

用

年

数

減

価

残

存

率

価　　　額

課税標準

の 特 例

課 税 標 準 額

取得年月

01 2

02 6

03

漢字・平仮名・カ タカ ナで左づめに記入してください。
入力できる字数は20字で、「゛、゜、‐」等は１字とします。

・

・

・

・

・

・

令和 年度 種類別明細書（増加資産・全資産用）

観音寺市
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「１ 構築物」「２ 機械及び装置」「３ 船舶」「４ 航空機」「５ 車両及び運搬具」「６ 工具・器具及び備品」の資産の種類に対応する１から６までの数字を

記載してください。 

②記載不要です。 

③資産の名称及び規格等を記載してください。正しい漢字、ひらがな、カタカナで左づめに、「○、〝、－」は１字として 20字以内で記載してください。 

④資産の数量を記載してください。 

⑤資産を実際に取得した年月を記載してください。年号は、「１ 明治」、「２ 大正」、「３ 昭和」、「４ 平成」、「５ 令和」とし、それぞれの年号に対応する数

字を記載してください。 

⑥当該資産の取得価額を記載してください。「取得価額」は、償却資産を取得するために通常支出すべき金額（当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、

購入手数料、関税、据付費、その他当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含む。）を記入してください。 

 法人税法及び所得税法の規定による、いわゆる圧縮記帳については、償却資産の評価上認められておりませんので、当該圧縮額を含めた実際の取得金額を

記載してください。 

⑦減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第１から第８まで（別表第３及び第４を除く）に掲げる耐用年数を記載してください。 

 中古資産について、見積耐用年数によっている場合はその耐用年数を、国税局長の承認を得て短縮耐用年数によっている場合はその耐用年数を記載してく

ださい。 

⑧３ページ３の（４）価額の算出方法により計算した償却資産の価額を記載してください（本件の記載内容自体は例示ですのでご注意ください。）。 

⑨「１ 新品取得」「２ 中古品取得」「３ 移動による受入れ」「４ その他」のいずれかに○印をつけてください。 

７ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

どちらかに〇をつけてください。 

増加償却資産明細書の何枚目であるか 

記入してください。 

⑩ 

⑩課税標準額の特例が適用される償却資産は「特例」と記載し、その他価額の決定に必要な事項があれば、その内容を記載してください。例「申告もれ」 



2 0 5 0 1 1 3 0 0 0

年

号

十億 百万 千 円

3 6 応 接 セ ッ ト 1 3 6 1 7 125 000 5

5 1 カ ゛ ス メ ー タ ー 1 4 5 6 700 000 1 0

１枚のうち

１枚　　目

月

摘　　要

減少の事由及び区分
取得年月

所有者コード 所　　有　　者　　名
処

理

３

市町

(株) 観 音 寺 自 動 車
行

　

番

　

号

資

産

の

種

類

抹消コード

資 産 の 名 称 等 数

　

　

量
年

02 6
１　・　２　・　３　・　４ １　・　２

01 6
１　・　２　・　３　・　４ １　・　２

１　売却　　２　滅　 失

３　移動　　４　その他

１　全部

２　一部

取　得　価　額

耐

用

年

数

申

告

年

度

03
１　・　２　・　３　・　４ １　・　２

漢字・平仮名・カ タカ ナで左づめに記入してください。
入力できる字数は20字で、「゛、゜、‐」等は１字とします。

令和 年度 種類別明細書（減少資産用）

観音寺市
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「１ 構築物」「２ 機械及び装置」「３ 船舶」「４ 航空機」「５ 車両及び運搬具」「６ 工具・器具及び備品」の資産の種類に対応する１から６までの数字を

記載してください。 

②令和７年度償却資産種類別明細書（資料用）に載っている資産番号を記載してください。コードは右づめにしてください。 

③前年中に減少した資産の名称等を記載してください。正しい漢字、ひらがな、カタカナで左づめに、「○、〝、－」は１字として記載してください。 

④前年中に減少した資産の数量を記載してください。 

⑤前年中に減少した資産の取得年月を記載してください。年号は、「１ 明治」、「２ 大正」、「３ 昭和」、「４ 平成」、「５ 令和」とし、それぞれの年号に対応

する数字を記載してください。 

⑥減少した資産の取得価額を記載してください。資産の一部が減少した場合は、当該資産の減少した部分に対応する取得金額を記載してください。 

⑦当該資産の耐用年数を記載してください。 

⑧当該償却資産が減少した理由とその区分について、該当するものの番号をそれぞれ〇で囲んでください。 

⑨当該資産が減少した事由について、「１ 売却」にあってはその売却先の名称を、「２ 滅失」にあってはその滅失の理由を、「３ 移動」にあってはその受け

入れ先の所在地を、「４ その他」にあってはその減少の事由等を記載してください。 

 減少の区分が「２ 一部」に該当する場合には、次の例のように記載してください。 

（例）当初取得価額 50万円（数量５）のうち 20万円（数量２）分減少 

 その他当該資産が減少したことについて必要な事項を適宜記載してください。 

７ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

減少資産明細書の何枚目であるか 

記入してください。 



12 

 

 

前年中取 前年前取 前年中取 前年前取 前年中取 前年前取 前年中取 前年前取
得のもの 得のもの 得のもの 得のもの 得のもの 得のもの 得のもの 得のもの

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

２６ 0.957 0.915 ５１ 0.978 0.956 ７６ 0.985 0.970

２ 0.658 0.316 ２７ 0.959 0.918 ５２ 0.978 0.957 ７７ 0.985 0.970

３ 0.732 0.464 ２８ 0.960 0.921 ５３ 0.978 0.957 ７８ 0.985 0.971

４ 0.781 0.562 ２９ 0.962 0.924 ５４ 0.979 0.958 ７９ 0.985 0.971

５ 0.815 0.631 ３０ 0.963 0.926 ５５ 0.979 0.959 ８０ 0.986 0.972

６ 0.840 0.681 ３１ 0.964 0.928 ５６ 0.980 0.960 ８１ 0.986 0.972

７ 0.860 0.720 ３２ 0.965 0.931 ５７ 0.980 0.960 ８２ 0.986 0.972

８ 0.875 0.750 ３３ 0.966 0.933 ５８ 0.980 0.961 ８３ 0.986 0.973

９ 0.887 0.774 ３４ 0.967 0.934 ５９ 0.981 0.962 ８４ 0.986 0.973

１０ 0.897 0.794 ３５ 0.968 0.936 ６０ 0.981 0.962 ８５ 0.987 0.974

１１ 0.905 0.811 ３６ 0.969 0.938 ６１ 0.981 0.963 ８６ 0.987 0.974

１２ 0.912 0.825 ３７ 0.970 0.940 ６２ 0.982 0.964 ８７ 0.987 0.974

１３ 0.919 0.838 ３８ 0.970 0.941 ６３ 0.982 0.964 ８８ 0.987 0.974

１４ 0.924 0.848 ３９ 0.971 0.943 ６４ 0.982 0.965 ８９ 0.987 0.974

１５ 0.929 0.858 ４０ 0.972 0.944 ６５ 0.982 0.965 ９０ 0.987 0.975

１６ 0.933 0.866 ４１ 0.972 0.945 ６６ 0.983 0.966 ９１ 0.987 0.975

１７ 0.936 0.873 ４２ 0.973 0.947 ６７ 0.983 0.966 ９２ 0.987 0.975

１８ 0.940 0.880 ４３ 0.974 0.948 ６８ 0.983 0.967 ９３ 0.987 0.975

１９ 0.943 0.886 ４４ 0.974 0.949 ６９ 0.983 0.967 ９４ 0.988 0.976

２０ 0.945 0.891 ４５ 0.975 0.950 ７０ 0.984 0.968 ９５ 0.988 0.976

２１ 0.948 0.896 ４６ 0.975 0.951 ７１ 0.984 0.968 ９６ 0.988 0.976

２２ 0.950 0.901 ４７ 0.976 0.952 ７２ 0.984 0.968 ９７ 0.988 0.977

２３ 0.952 0.905 ４８ 0.976 0.953 ７３ 0.984 0.969 ９８ 0.988 0.977

２４ 0.954 0.908 ４９ 0.977 0.954 ７４ 0.984 0.969 ９９ 0.988 0.977

２５ 0.956 0.912 ５０ 0.977 0.955 ７５ 0.985 0.970 １００ 0.988 0.977

(注)「前年中取得のもの 　」の欄は、半年分の減価残存率を、「前年前取得のもの 　」の欄は、１年分の
    減価残存率である。

償 却 資 産 減 価 残 存 率 表

減 価 残 存 率 耐
用
年
数

減 価 残 存 率耐
用
年
数

減 価 残 存 率 耐
用
年
数

減 価 残 存 率耐
用
年
数

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 申告について不明な点がある場合、申告書類への記入方法がわからない場合、又は申告書

類が不足する場合は、ご遠慮なくお申し出ください。 

○Ａ  ○Ｂ  


